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第５回通常総会のご案内 
前号のニュースレターで、日時・会場をお知らせしました「第５回通常総会」ですが、

実施要領が確定しましたので、あらためてご案内申し上げます。 
＜正会員の皆様へのご案内＞ 
正会員の皆様には、５月１０日頃を目処に、別途、正式なご案内状と議案書ならびに参

加連絡表をお送りしますので、その参加連絡表にて、ご出欠ならびに書面議決等のご連絡

をくださいますようお願いします。 
＜協力会員ならびに賛助会員の皆様へのご案内＞ 
協力会員と賛助会員の皆様には、本ニュースレターのご案内をもちまして、第５回通常

総会の傍聴のご案内とさせていただきます。参加ご希望の方は、下記の参加連絡票に必要

事項を記載いただき、５月１９日までに消費者機構日本事務局まで、メールかファックス

でご連絡くださいますようお願い申し上げます。レセプションのご案内は別途差し上げま

す。 
＜第５回通常総会の傍聴ご案内＞ 
１． 日時 ２００９年５月２６日（火） 

１６時～１７時３０分 
２． 会場 主婦会館プラザエフ ８階 スイセン 
３． 議案 
第１号議案 ２００８年度事業報告承認の件 
第２号議案 ２００８年度決算承認の件 
第３号議案 定款一部変更の件 
第４号議案 役員の補充選任の件 
 
※ 終了後、１８時より「総会記念レセプション」 

を開催します。そのご案内と参加申込み用紙は、別途お送りいたします。 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
消費者機構日本事務局宛（FAX 03-5216-6077、E-mail isobe@coj.gr.jp） 

第５回通常総会の傍聴申込み 
 傍聴される方の所属／役職名／お名前 会員種別（いずれかを〇囲みして下さい） 
 協力会員 ・ 賛助会員 
 協力会員 ・ 賛助会員 
 協力会員 ・ 賛助会員 
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消費者団体訴訟制度に関する今通常国会での審議の状況  

 
 今通常国会では、衆議院に消費者問題特別委員会が設置され、政府提案の消費者庁設置

関連法案ならびに、民主党提案の消費者権利院法案と消費者団体訴訟法案が審議されまし

た。すでに、衆議院では、消費者庁設置関連法案が修正の上全会一致で議決（民主党提出

の２法案は取り下げ）され、５月１日現在、参議院での審議に入っています。 
 今回の審議では、消費者行政の一元化にあたっての組織の有り様をめぐって、充実した

審議が行われました。加えて、民主党から「消費者団体訴訟法案」が提出されていたこと

から、消費者団体訴訟制度に損害金等請求制度を導入する件についても議論が行われてい

ます。その結果、消費者庁設置関連法案の修正案に、消費者団体訴訟制度に関係する附則

として、下記の２項が入っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
第５項は、現状、差止請求関係業務について一切財政支援がなく、適格消費者団体の負

担で消費者団体訴訟制度が維持されている状態の改善を目指すもので、今後の具体化がお

おいに期待されるところです。 
 また、第６項は、多数に生ずる消費者被害の救済と加害事業者からの不当な収益を剥奪

する制度検討を求めています。これには、行政機関が主体となる父権訴訟のような制度導

入という方法と、適格消費者団体が主体となる消費者団体訴訟制度に損害金等請求権を導

入する方法とが考えられますが、この２つの制度はその両方を導入することが、下記のよ

うな理由から必要であり、参議院審議にあたってその点を要請してまいりたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年以内に、適格消費者団体（消費者契約法（平

成十二年法律第六十一号）第二条第四項に規定する適格消費者団体をいう。以下同じ。）

による差止請求関係業務の遂行に必要な資金の確保その他の適格消費者団体に対する支

援の在り方について見直しを行い、必要な措置を講ずるものとする。 
６ 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年を目途として、加害者の財産の隠匿又は散逸

の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、

被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。 

行政による父権訴訟だけでなく、消費者団体が被害回復に資する制度が必要な理由 

 

 消費者団体は、消費者基本法にも定められているように、消費者の立場にたって被

害回復をはかることが期待される組織です。特に適格消費者団体は、差止請求権を背

景に、不当な約款・勧誘行為の是正を行うという活動実績を積んでいますが、現在は

不当な約款・勧誘行為を是正しても、是正以前の消費者の被害回復は消費者個々人が

実現しなければならない制度となっています。法令に照らして不当な行為によって生

じた被害は、適格消費者団体が被害者に代わって損害金等請求訴訟を提起し被害回復

をすすめられるよう制度化することが、当然の姿として期待されます。 
 行政機関による消費者被害の回復も期待されるところですが、違法と考えられる事

案の件数は非常に多く、かつ被害の規模やその内容も多様であり、行政機関だけでは

十分な対応は困難です。行政機関には、被害規模が甚大で、立入り調査などが必須と

いった、重大で立証が困難な案件を優先的に取り組んでもらい、適格消費者団体は、

被害が数百件程度と相対的に規模が小さく、立証も比較的容易な案件を積極的に取り

組み、全体として多くの被害回復をはかり、不当収益を許さないことが期待されます。



 
 ㈱井上オ－トが契約書約款を改訂し、意見交換終了する 

～メ－タ改ざん判明したら、「車輌本体価格＋諸費用」を返金～ 
 

消費者機構日本では、2008 年 6 月に中古車販売事業者の㈱井上オ－トに対し、「契約書約款」

の是正を求め、次の 2 項目の削除申入れと 4 項目についての検討を要請しました。 

 最終的には、合意書取り交わしまでには至りませんでしたが、約款は、基本的に当方の

主張を受入ほぼ全面的に改訂されました。 

 

Ⅰ．初回（08 年 6 月）の要請項目は下記の６点 

１．削除を申し入れた 2 項目 

 (1)「メ－タ改ざん車は、納車日より 3 ｹ月以内に発覚し、その経歴が間違いない場合、

車輌本体価格全額を発覚車輌と引替えに乙（購入者）に返金します。その後は、一

切申し受け致しません。」 

 (2)「オ－トロ－ンの 13 ｹ月以内の繰上げ返済はできません。」 

２．検討を要請した 4 項目 

  (1)契約金の性格、(2)購入申込みを承諾しない場合、(3)契約の成立時期、(4)契約

解除について 

 

Ⅱ．２点は改訂済み、新たに検討要請項目を追加 

当方の検討時に基にした契約書約款はすでに07年に改訂されており、そこでは上記１－(1)(2)

は既に削除されていることが判明したため、未解決の初回要請項目の２に下記項目を追加して再

度の検討を要請しました。 

追加して検討を要請した項目 

メ－タ改ざん発覚により返金する場合は車両本体価格のみであり、諸費用が含まれて

いない点の是正 

 

Ⅲ．合意書作成には至らなかったが、約款の是正を確認し、意見交換を終了。 

この要請を受けて、08 年 9 月に㈱井上オ－トから改定案が示されましたが、当方とのその後の

協議を経て、08 年 12 月に改訂約款が提示されました。 

これについては、初回要請項目２の(1)(2)(4)について是正申入れの趣旨に沿った内容で反映

されており、(3)の契約の成立時期についても双方の見解は異なってはいるものの、「承諾の意思

表示を行なう時は、購入希望者の申込書類への署名を実行している」との回答を得ました。 

契約書約款の改訂に関する合意書作成については、当該事業者が拒否したため、残念ながら

終的に合意書取り交わしまでには至りませんでしたが、約款については、ほぼ当方の主張を受け是正

されたものとして意見交換を終了しました。 
 
※ 要請書ならびに改定後約款は、消費者機構日本ホームページを参照ください。 
   http://www.coj.gr.jp/topics/topic_090319_02.html 
 


